
平成

る
。

年 月 日 木曜日

山
管

よ
う第別

を

山 口 県

管

報

人管特期管 毎

（号 外 ）

）
」
を
削
り
、
「
計
量
検
定
所

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の

理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

に
改
正
す
る
。

二
条
第
三
項
各
号
中
「
職
務
の
級

表
第
一
知
事
の
事
務
部
局
の
項
中

「
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
所
長

観
光
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
室
長

人

事

委

理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

目

次

委
規
則

理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一

末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規

理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の

週
火
・
金
曜
日
発
行

長
」
を
「
計
量
検
定
所
長

美
術
館
長
（
萩
美
術

十
六
号

一
部
を
改
正
す
る
規
則

四
十
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規

」
を
「
職
務
の
等
級
」
に
改
め

「
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
局
長
」
を

」
に
改
め
、
「
美
術
館
長
（
萩
美

消
費
生
活
セ
ン
タ

員

会

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公山

改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…

部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…

一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…

館
・
浦
上
記
念
館
長
に
限

則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

る
。

削
り
、
「
県
史
編
さ
ん
室
長
」

術
館
・
浦
上
記
念
館
長
に
限

ー
所
長

布
す
る
。

口
県
人
事
委
員
会

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（木曜日）

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八

別
表
第
二
中

「
小
串
警
察
署
角

小
串
警
察
署
特

小
串
警
察
署
島

「
小
串
警
察
署
神
田
警
察
官
駐
在

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

特
地
勤
務
手
当
等
に
関

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

学
芸
専
門
監

育
委
員
会
の
事
務
部
局
の
項
中

書
館
副
館
長
」
を
「
学
芸
専
門

文
書
館
副

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
中

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八

る
。
）
」
に
改
め
、
「
美
術
館

「
農
林
事
務
所
次
長
」
を
「
美農

「
美
術
館
副
館
長
（
萩

改
め
、

学
芸
専
門
監

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

「
計
量
検
定
所
次

所
次
長
」
を

美
術
館
副
館
長

」

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

島
警
察
官
駐
在
所

牛
警
察
官
駐
在
所

戸
警
察
官
駐
在
所

」
を

所

に
改
め
る
。

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

一
日二

十
七
号

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
口
県
人

「
世
界
ス
カ
ウ
ト
ジ
ャ
ン
ボ
リ
ー

監館
長
」
に
改
め
る
。

「

級
の
務

職

」
を
「

級
等
の
務

職

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

副
館
長
（
萩
美
術
館
・
浦
上
記
念

術
館
副
館
長
（
萩
美
術
館
・
浦
上

林
事
務
所
次
長

美
術
館
・
浦
上
記
念
館
副
館
長
に

次
長

長（
萩
美
術
館
・
浦
上
記
念
館
副
館

一

こ
こ
に
公
布
す
る
。

山
口
県
人
事
委
員
会

則事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

」

開
催
支
援
室
次
長
」
を
削
り
、
「

」
に
改
め
る
。

館
副
館
長
を
除
く
。
）
」
を
削
り

記
念
館
副
館
長
を
除
く
。
）

」

限
る
。
）

を
削
り
、
「
計
量
検

」

長
に
限
る
。
）

に
改
め
、
同
表

を 文 、に定教

人

事

委

員

会



平
成
二

平
成
二

平

立
行

ン
タ

成 年 月 日 木曜日

山
管

一
部別

山 口

る
。こ

正
規

改
め管

県 報

期
一
部第第

に
係

以
下

申
出

箇
月

（号 外 ）

期
山

十
八
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

十
八
年
三
月
三
十
一
日
発
行

政
法
人
山
口
県
立
病
院
機
構
及
び

ー
所
長

県
史
編
さ
ん
室
の
室
長

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る

理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
知
事
の
事
務
部
局
の
項
中
「
及

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月

定
及
び
第
十
二
条
第
二
項
第
八
号

る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の

理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則

末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

六
条
第
二
項
第
四
号
中
「
第
二
条

十
二
条
第
二
項
第
八
号
中
「
育
児

る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ

で
あ
る
職
員
を
除
く
。
）
」
を
、

に
係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以

以
下
で
あ
る
職
員
を
除
く
。
）
」

末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

一
般
社
団
法
人
山
口
県
観
光
連

産
業
戦
略
部
の
総
務
調
整
班 山

十
九
号

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県
人
事

び
地
方
独
立
行
政
法
人
山
口
県

一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し

の
改
正
規
定
（
「
第
二
条
第
九

日
か
ら
施
行
す
る
。

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県

第
九
号
」
を
「
第
二
条
第
十
号

休
業
を
し
て
い
る
職
員
」
の
下

る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間

「
公
益
的
法
人
等
派
遣
職
員
」

上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

を
加
え
、
「
第
二
条
第
九
号
」

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則山

十
八
号

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

県

庁
知
事

盟
」
に
、
「
国
際
課
の
旅
券
セ

長
」
を
「
産
業
戦
略
部
の
総
務

口
県
人
事
委
員
会

委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
）
の

立
病
院
機
構
」
を
「
、
地
方
独

、
第
六
条
第
二
項
第
四
号
の
改

号
」
を
「
第
二
条
第
十
号
」
に

こ
に
公
布
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の

」
に
改
め
る
。

に
「
（
当
該
育
児
休
業
の
承
認

を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月

の
下
に
「
（
当
該
育
児
休
業
の

期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一

を
「
第
二
条
第
十
号
」
に
改
め

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

口
県
人
事
委
員
会

規
則

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八

「

職

業

能

力

開

発

校

「

職

業

能

力

開

発

校

美

術

館

教
育
委
員
会
の
事
務
局
等
の
項

室
の
室
次
長
」
を
削
り
、
同
表

調
整
班
長

県
民
生
活
課
の
消

体
指
導
室
」
を
「
の
室
長
及
び

タ
ー
所
長

県
史
編
さ
ん
室
、

「

美

術

館

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

校
長

管
理
部
長

校
長

管
理
部
長

館
長

副
館
長

中
「
及
び
人
事
班
」
及
び
「
世
界

監
査
委
員
事
務
局
の
項
中
「
監
査

費
生
活
セ
ン
タ
ー
所
長
」
に
、
「

室
次
長

観
光
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推

団
体
指
導
室
及
び
全
国
都
市
緑
化

館
長

副
館
長

所
長

次
長

」
を

」
に
改
め
、
同

ス
カ
ウ
ト
ジ
ャ
ン
ボ
リ
ー
開
催
支

監
」
を
「
主
幹
」
に
改
め
る
。

、
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
室
及
び

進
室
の
室
長

国
際
課
の
旅
券
セ

フ
ェ
ア
推
進
室
」
に
改
め
、

」
を
削
り
、

二

表援 団ン


